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税務情報 

国税庁 － 法令解釈通達の発遣 

国税庁は 6 月 24 日、2024 年度税制改正等に対応した以下の改正通達を 6 月 21

日付で発遣したことを公表しました。 

 法人税基本通達等の一部改正について（法令解釈通達）

この改正通達では、以下の第 1 から第 4 までの通達が改正されています。 

第 1 法人税基本通達関係 

第 2 租税特別措置法関係通達（法人税編）関係 

第 3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 

第 4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関
係通達（法人税編）関係 

たとえば、「第 2 租税特別措置法関係通達（法人税編）関係」では、以下の改正
が行われています。 

【賃上げ促進税制】 

2024 年度税制改正では、賃上げ促進税制の中小企業者向けの措置について、こ
れまで本税制を活用できなかった赤字企業が賃上げにチャレンジすることを後
押しするため、5 年間の繰越税額控除制度が創設されました。 

この改正に伴い、たとえば、以下の通達が改正又は新設されています。 

• 42 の 12 の 5－1 の 3 中小企業者であるかどうかの判定の時期

繰延税額控除制度の適用にあたり、繰越税額控除限度超過額の生じた事業年度
終了の時には中小企業者に該当する必要がありますが、繰越控除をする事業年
度終了の時においては中小企業者に該当する必要がない旨が、（注）2 において
明らかにされています。 

• 42 の 12 の 5－5 被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額

繰延税額控除限度超過額を有している法人が、その法人を被合併法人等とする
合併等を行った場合には、その合併が適格合併等に該当するときであっても、
その繰越税額控除限度超過額を合併法人等に引き継ぐことは認められないこと
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が明らかにされています。 

【株式対価 M&A に係る課税の特例】 

2023 年度税制改正では、株式対価 M&A に係る課税の特例（*）について、株式
交付の直後の株式交付親会社が同族会社に該当する場合には、本特例を適用し
ないこととされました。この場合の同族会社は、同族会社であることについて
の判定の基礎となった株主のうちに「同族会社でない法人」がある場合には、
その法人を除外して判定した場合においても同族会社となるものに限ることと
されており、株式交付親会社がいわゆる非同族の同族会社に該当する場合には、
本特例の適用制限を受けないこととされています。 

この「同族会社でない法人」の範囲に関する以下の通達が新設されました。 

• 66 の 2－4 本制度の適用対象から除外されない同族会社の範囲

同族会社でない法人には、非同族の同族会社など、同族会社でない法人の直接
又は間接の同族会社も含まれることが明らかにされています。 

（*） 株式交付制度により株式交付子会社株式を譲渡し、株式交付親会社株式の
交付を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、その譲渡した株式
交付子会社株式の譲渡損益のうちその交付を受けた株式交付親会社株式に
対応する部分の計上を繰り延べる特例
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